
指定別

種別 件 数 点 数 件 数 点 数 件 数 点 数 件 数 点 数

建 造 物 6 9 1 2 8 8 15 19

絵　　画 1 3 10 27 11 30

彫　　刻 1 1 2 9 34 574 37 584

工 芸 品 5 6 3 20 33 91 23 42 64 159

書　　跡 1 1 1 1 2 2

古 文 書 6 647 6 647

考古資料 4 951 3 12 3 56 10 1,019

歴史資料 1 1 9 548 10 549

小　　計 17 968 4 21 46 764 88 1,256 155 3,009

1 1 1 1 2 2

民俗文化財 8 104 28 194 36 298

0 0

民俗芸能 1 1 3 6 38 48 42 55

そ の 他 1 1 2 2 3 3

史　　跡 2 2 9 14 11 13 22 29

天然記念物 5 5 2 2 13 14 20 21

記録作成等の措
置を講ずべき無
形の民俗文化財

〔2〕 〔2〕 〔2〕 〔2〕

記録作成等の措
置を講ずべき無

形文化財
〔1〕 〔1〕 〔1〕 〔1〕

〔4〕 〔11〕 〔4〕 〔11〕

〔2〕 〔2〕 〔2〕 〔2〕

〔9〕 〔16〕 〔9〕 〔16〕

25 976 4 21 70 892 181 1,528 280 3,417

　　います。

記　念　物

盛岡市所在指定文化財等総括表

（令和８年４月10日現在）
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岩手県指定 盛岡市指定

計

重要文化財 （重要美術品）
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　３　地域を定めないで指定している国指定特別天然記念物（カモシカ）、国指定天然記念物（イヌワシ等）は除いて

記録選択

登録有形文化財（建造物）

登録記念物

合　　　　 計

注１　（重要美術品）は、旧法により文部省から認定された美術品

　２　〔 〕は、「文化庁選択」及び「文化財登録原簿登録」


